
健康ほけん課から
〈 問い合わせ〉健康ほけん課 医療保険係　 ☎09 67（ 6 7）270 4

●後期高齢者医療加入者の皆さ んへ ～令和8 年度 資格確認書等更新のお知ら せ～

　 現在お持ちの資格確認書（ ク リ ーム色）の有効期限は、 令和8 年7 月31 日までです。

　 後期高齢者医療制度では令和8 年7 月3 1 日（ 金）までの間、 マイ ナ保険証の保有状況にかかわら ず、

すべての人に資格確認書を 交付し ていますが、 令和8 年8 月1 日（ 土）以降は以下のと おり 取り 扱いが

変わり ます。（ 年齢は令和8 年8 月1 日（ 土）時点）

・ 8 5 歳以上の人全員

・ 8 4 歳以下でマイ ナ保険証を 普段から ご利用さ れていない人（ マイ ナ保険証を お持ちでない人含む）

　 新たな資格確認書（ 浅葱色）を 7 月中に特定記録郵便などで送付し ます。 8 月1 日から ご利用く ださ い。

・ 8 4 歳以下でマイ ナ保険証を 普段から ご利用さ れている人（ ※）

　 新たな資格確認書は交付し ま せんので、 引き 続き マイ ナ保険証を ご利用く ださ い。（ 7 月中に

資格情報のお知ら せを 送付し ます。 ご自身の資格情報の確認などにご利用く ださ い。）

　 なお、 マイ ナン バーカ ード を 紛失し た人、 更新中の人、 マイ ナ保険証での受診が困難な人な

ど資格確認書が必要な場合は、 役場健康ほけん課にて資格確認書の交付申請を お願いし ます。

※マイ ナ保険証を 普段から ご利用さ れている人は、 以下の条件を と も に満たす人です。

　 ①過去1 年間で 6 回以上マイ ナ保険証を 利用さ れている人

　 ②概ね直近3 カ 月以内にマイ ナ保険証を 利用さ れている人

・ 新し い自己負担割合は、 令和8 年度の住民税課税標準額を も と に判定し ています。

　 なお、 現在お持ち の資格確認書（ ク リ ーム色）は、 令和8 年8 月1 日（ 土）以降に、 健康ほけん課医療

保険係へ返却するか、 ご自身で破棄し ていただき ますよう お願いし ます。

・ 負担区分（ 限度区分）が低所得者Ⅰ・ Ⅱの人およ び現役並み所得者Ⅰ・ Ⅱの人で、「 限度区分が併記さ

れた資格確認書」を お持ちでない人は、 外来および入院で受診さ れる際に利用でき ますので、 必要な

場合は健康ほけん課医療保険係に申請し てく ださ い。 マイ ナ保険証を 利用すれば、 申請がなく ても

自己負担限度額までの支払いと なり ます。（ 長期に入院さ れている場合の届出は必要です）

【 申請に必要なも の】資格確認書、 本人確認書類

※資格確認書の裏面に臓器提供の意思表示欄があり ますので、 臓器提供の意思表示をする 際は、 ボールペン で記入し てく ださ い。

なお、 個人情報保護のためのシールを担当窓口に用意し ていますので、 詳し く は健康ほけん課医療保険係へお問合せく ださ い。

■対象者の自己負担割合と 要件

自己負担割合 要　 件

3 割 同一世帯の後期高齢者医療加入者のう ち、 住民税課税標準額が1 4 5 万円以上の人がいる 世帯の加入者

2 割

同一世帯の後期高齢者医療加入者のう ち、 住民税課税標準額が2 8 万円以上の人がいて、「 年金収入＋そ

の他合計所得」が2 0 0 万円以上（ 世帯に 2 人以上の被保険者がいる 場合は合計額が3 2 0 万円以上）の人

（ 自己負担割合が3 割の人を 除く 。）

1 割 上記条件に該当し ない世帯の加入者
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●入院し たと き の食事代が変更になり まし た

　 令和8 年6 月1 日以降の入院での食事代について、 次の表のと おり に

変更になり まし た。

①入院時食事療養費（ 一般病床、 精神病床などに入院し たと き ）

食費の標準負担額（ １ 食当たり ）

負担区分 食費

現役並み所得者

5 5 0 円
※１

一般Ⅰ・ 一般Ⅱ

低
所
得
者
Ⅱ

9 0 日以内の入院( 過去 1 2 カ 月の入院日数) 2 7 0 円

9 0 日を 超える 入院( 過去 1 2 カ 月の入院日数)

長期入院該当※２ 2 2 0 円

低所得者Ⅰ

1 3 0 円老齢福祉年金受給者

境界層該当者

②入院時生活療養費（ 医療療養病床
※３

に入院し たと き ）

食費・ 居住費
※４

の標準負担額（ 食費は1 食当たり 、 居住費は1 日当たり ）

負担区分

医療区分Ⅰ
（ 右に該当し ない人）

医療区分Ⅱ・ Ⅲ
（ 医療の必要性の高い人） ※５ 指定難病患者

食費 居住費 食費 居住費 食費 居住費

現役並み所得者

5 5 0 円※6

4 3 0 円

5 5 0 円
※6

4 3 0 円

3 3 0 円

0 円

一般Ⅰ・ 一般Ⅱ

低
所
得
者
Ⅱ

9 0 日以内の入院

( 過去12 カ 月の入院日数)

2 7 0 円

2 7 0 円 2 7 0 円

9 0 日を 超える 入院

( 過去12 カ 月の入院日数)

長期入院該当※２

2 2 0 円 2 2 0 円

低所得者Ⅰ 1 6 0 円 1 3 0 円 1 3 0 円

老齢福祉年金受給者

1 3 0 円 0 円 1 3 0 円 0 円 1 3 0 円

境界層該当者

※３ 　「 医療療養病床」は保険医療機関における、 急性期を脱し 長期の療養を必要と する人のための病床です。

※４ 　「 居住費」は療養病床に入院し ている と き の光熱水費相当額の負担分です。

※５ 　 健康保険法施行規則第 6 2 条の 3 第 4 号の規定に基づき 厚生労働大臣が定める 人

（ 平成1 8 年厚生労働省告示第4 8 8 号）。

　 　 　 例えば、 人工呼吸器、 中心静脈栄養等を 要する など 、 密度の高い医学的な管理が

必要な人、 回復期リ ハビリ テーショ ン病棟に入院し ている人などのこ と です。

※６ 　 保険医療機関の施設基準等によ り 5 1 0 円の場合も あり ます。

※１ 　 指定難病患者の人は、

3 3 0 円の場合も あり ま す。

また、 平成2 8 年3 月3 1 日

において既に 1 年を 越えて

精神病床に入院し て おり 、

平成 2 8 年 4 月 1 日以降も

引き 続き 入院し ている 人は

2 6 0 円の場合も あり ます。

※２ 　 低所得者Ⅱに該当し 、 過

去1 2 カ 月で入院数が9 0 日

（ 低所得者Ⅱの区分の認定

を 受けて いる 期間に限る ）

を 越える 場合は役場健康ほ

けん課窓口で長期入院該当

申請をし てく ださ い。
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南阿蘇村公式キャ ラ ク タ ーの利用について
〈 問い合わせ〉政策観光課 政策係　 ☎09 67（ 67）1 11 2

●国民健康保険加入者の皆さ んへ～「 資格確認書等」の一斉更新の時期です～

■資格確認書等の更新について

　 マイ ナ保険証（ 健康保険証と し て利用登録さ れている マイ ナン バーカ ード ）の保有状況などに応じ て

「 資格確認書」または「 資格情報のお知ら せ」を 7 月中に郵送し ます。

・ 資格確認書について

　 マイ ナ保険証を 保有し ていない人に送付し ます。 世帯主宛に特定記録郵便で郵送し ます。

　 有効期限は「 令和9 年7 月31 日」です。 新し い資格確認書は令和8 年8 月1 日以降にご使用く ださ い。

　 有効期限内に高齢受給者証の対象になる人（ 7 0 歳到達）や、 後期高齢者医療制度に移行する

人（ 7 5 歳到達）は、 有効期限が異なる 場合があり ますのでご注意く ださ い。

・ 資格情報のお知ら せについて

　 マイ ナ保険証を 保有し ている 7 0 歳以上の人、 記載内容に変更がある 7 0 歳未満の人に送付

し ます。 世帯主宛に普通郵便で郵送し ます。

　 7 0 歳以上の人の有効期限は「 令和9 年7 月3 1 日」です。 有効期限内に後期高齢者医療制度

に移行する人（ 7 5 歳到達）は、 有効期限が異なる場合があり ますのでご注意く ださ い。

　 7 0 歳未満の人の資格情報のお知ら せの有効期限はあり ませんので、 大切に保管し てく ださ い。

紛失さ れた場合は申請いただく と 再交付ができ ます。

　 社会保険など に加入し た場合、 保険が自動で切り 替わる こ と はあり ません。 既に社会保険などに加

入し た人の資格確認書等が届いた場合、 速やかに国民健康保険の資格喪失手続き を 行っ てく ださ い。

■限度額適用・ 標準負担額減額認定証について

　 マイ ナ保険証を 保有し ている 人は、「 国民健康保険限度額適用認定証」およ び「 国民健康保険限度額適

用・ 標準負担額減額認定証」の事前申請は不要です。

　 マイ ナ保険証を 保有し ていない人は申請が必要です。 8 月1 日以降も 必要な場合は申請を し てく ださ い。

　 マイ ナ保険証を 利用すれば、 限度額適用認定証の事前申請は不要と なり ますので、 マイ ナ保険証を

ぜひご利用く ださ い。

　 3 月に村の魅力を よ り 多く の人へ届ける ために誕生し たブ ルルと ミ ルリ 。 多く の人たち に愛さ れる

存在を 目指す一方で、 ブルルと ミ ルリ の魅力を 守り ながら 、 地域 PRや商品展開などへ安

心し て活用でき る環境づく り を 目的と し 、 南阿蘇村公式キャ ラ ク タ ーの使用に関するガイ

ド ラ イ ンを 制定し まし た。

　 ブルルやミ ルリ を 活用する場合、 利用料は無料ですが、 事前に役場へ申請が必要と なり

ますので、 村HPおよびガイ ド ラ イ ンを ご確認く ださ い。

【 公式キャ ラ ク タ ーを 利用でき る内容】

①村の観光・ 産業・ 文化のPRに資する活動

②村産品または村に関連する商品・ サービスの提供

③地域コ ミ ュ ニティ の活性化に資するイ ベント ・ 活動

④教育・ 学術・ 文化的活動（ 非営利に限る ）

⑤その他、 村長が適当と 認める活動

村HP
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